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市からの連絡帳

 届　出 

■住民基本台帳カードの交付
　市内に住所を有する方で、希望さ
れるすべての方の申請に基づき、住
民基本台帳カード（以下、住基カー
ド）を発行します。
　個人情報の保護を図り、虚偽によ
る取得を防ぐため、住基カード申請
時の本人確認を厳格に行っていま
す。運転免許証で本人確認を行う際
には、運転免許証の暗証番号が必要
になります。
興申請方法　
　時 ・　場 午前９時～１１時３０分、午後１
時～４時３０分・市民課（田無庁舎２
階、保谷庁舎１階）
□申請できる方　本人のみ
□必要なもの
①本人確認書類
【即日交付】敢運転免許証、パスポ
ート、身体障害者手帳、療育手帳、
愛の手帳のうち１点（必須）、柑健康
保険証などの本人確認書類
【照会交付】上記敢の顔写真の貼付
してある証明書などをお持ちでない

方は、照会書を自宅に郵送する方法
で本人確認をさせていただきますの
で、健康保険証などをお持ちくださ
い。
②印鑑　③申請６か月以内に撮影し
た無帽、正面、無背景、縦４．５㎝×横
３．５㎝の写真（Ｂタイプのみ）
※写真は市民課で撮影可（無料）。
□手数料　５００円
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

■公的個人認証サービス
　現在インターネットを利用して行
政機関へ申請手続などが行える電子
申請サービスが普及しています。
　インターネットを利用してさまざ
まな行政手続きを行う際、他人によ
る「なりすまし」や通信途中での
「改ざん」が行われていないことを
行政機関が確認する機能が必要にな
ります。
　公的個人認証サービスとは、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード）に格納
するやり方で電子証明書を交付し、
他人によるなりすまし申請や、通信
途中での改ざんを防ぐ機能を提供す
るものです。
※公的個人認証を利用した電子申請
には、ＩＣカードリーダライタ（市販）、
住基カードなどが必要となります。

※西東京市の住基カードは接触型・
非接触型のどちらもお使いいただけ
ます。
興公的個人認証サービスの電子証明
書の発行を受けている方へ、更新の
お知らせ
　電子証明書の有効期間は手続きの
日から起算して３年間です。有効期
間が満了し失効した場合は、国税の
電子申告などの電子申請・届出に使
うことができなくなります。更新を
希望される方は、市民課で手続きを
行ってください。
　なお、現在の電子証明書が失効し
た後でも、新しい電子証明書の発行
を受けることができます。
興申請方法　
　時 ・　場 午前９時～１１時３０分、午後１
時～４時３０分・市民課（田無庁舎２
階、保谷庁舎１階）
□必要なもの
①住民基本台帳カード
②本人確認のために必要な書類（顔
写真付きの住民基本台帳カード、運
転免許証、パスポートそのほか官公
署が発行した顔写真の貼付してある
免許証、許可証、資格証明書な

ど）
※本人確認書類の住所は、住民登録
と一致している必要があります。
③印鑑　④手数料 ５００円
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

 国保・税 

■市税、国民健康保険料（税）の 
休日納付相談窓口

　時 １０月１５日松・２３日掌
午前９時～午後４時
　場 市税･･･納税課（田無庁舎４階）
国民健康保険料（税）･･･保険年金課
（田無庁舎２階）
※窓口は田無庁舎のみです。
　内 市税、国民健康保険料（税）の納付
および相談、納付書の再発行な

ど

◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２４）

■国民健康保険被保険者証　
（保険証）を更新しました
　１０月１日から有効の保険証を９月
中旬から世帯主あてに簡易書留でお
送りしました。
　配達日に不在のため、郵便局で保
管されていた保険証が保管期間経過
により戻ってきています。郵便物な
どお預かりのお知らせをお持ちの方
は、お知らせと身分証明書（免許証・
パスポート・旧保険証・医療証な

ど）・
印鑑を持参し、保険年金課（田無庁
舎２階）でお受け取りください。
　なお、諸事情などにより田無庁舎

いては、１０月支給の公的年金等から
１回目の特別徴収（引き落とし）が
開始となります。
　この年金特徴の対象となる方に
は、６月１０日晶に発送した納税通知
書にてお知らせしています（図１）。

■公的年金等からの特別徴収とは？
　公的年金等受給者の納税の便宜を
図る観点から、厚生労働大臣（日本年
金機構）などの公的年金等の支払者
が、６５歳以上の納税義務者に支給さ
れる公的年金等から市民税・都民税
を引き落とし、納税義務者に代わっ
て直接、支払者が市へ納付する制度
です（以下「年金特徴」といいます）。

　公的年金等を受給されている６５歳
（昭和２０年４月３日～昭和２１年４月
２日生まれ）の方および６６歳以上で
今年度から公的年金等からの特別徴
収が開始される方には、今年８月ま
では納付書などにより市の窓口や金
融機関で市民税・都民税を納付して
いただいていましたが、公的年金等
から算出される市民税・都民税につ

■年金特徴される税額について納付
書での納付は選択できるか？
　平成２３年１０月以降は、年金特徴の
対象となる方すべてについて、公的
年金等からの引き落としのみとなる
ため、納付書での納付は選択できま
せん（口座振替の選択もできなくな
ります）。
■公的年金等以外の収入がある場合
の納付方法は？
　年金特徴されるのは、公的年金等
から算出される市民税・都民税のみ
のため、公的年金等以外の収入（給
与所得、事業所得、不動産所得な

ど）
がある方は、その収入から算出され
る市民税・都民税は、年金特徴され
ず、１０月以降も普通徴収分が残りま
す。１０月以降の納付方法、時期など
については、納税通知書でご確認く
ださい。
■年金特徴の具体的な徴収方法は？
　初めて年金特徴の対象となる年度
（初年度＝平成２３年度）は、納税義
務者ご本人に納めていただく普通徴
収と、年金支給時に引き落とす年金
特徴になります。
　また、年金特徴のうち翌年４月・
６月・８月は次年度（平成２４年度）
分市民税・都民税として徴収します。
これを仮特別徴収といいます。
　仮特別徴収をすることによって継
続して年金特徴の対象となる次年度
以降は、普通徴収分がなくなり、公
的年金等から算出される税額がすべ
て年金特徴になります。

～今年度から新たに公的年金等からの特別徴収（引き落とし）対象者になられた方へ～
　６５歳（昭和２０年４月３日～昭和２１年４月２日生まれ）の年金受給者で、市民税・都民税が課税されている方・６６歳以上の年金受給者で
今年度から公的年金等からの特別徴収対象者になられた方は１０月から特別徴収がはじまります。　　◆市民税課 　田 （札０４２－４６０－９８２７・９８２８）

　１０月は、市民税・都民税普通徴
収第３期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）


